
    福生市弓道連盟慶弔費に関する内規

第 １ 条 本 規 約 第 １ ９ 条 に お け る 慶 弔 費 は 、 本 連 盟 会 員 を 対 象 と し 、 以 下 の よ

    うに 定 める 。

第 ２ 条 慶事 に 関す る祝 い金 は 次の とお り とす る 。

    2 結 婚 は一 件に つき 、 祝い 金１ ０ ，０ ０ ０円 とす る 。

    3 叙 勲 は祝 い金 １０ ， ００ ０円 と する 。

第 ３ 条 弔事 に つい ての 弔意 金 は１ ０， ０ ００ 円 とす る。

第 ４ 条 傷 病 な ど に よ る 長 期 入 院 に つ い て の 見 舞 い 金 は １ ０ ， ０ ０ ０ 円 と す る 。

第 ５ 条 会 長 が 必 要 と 認 め た と き 、 前 条 ま で に か か わ ら ず 慶 弔 の 意 を 表 す こ と

    がで き る。

        附    則

    この 内 規は 、平 成１ ０ 年４ 月１ 日 から 施 行す る。


